
 

「平成２４年度京都市食品衛生監視指導計画」（案）に係る 

市民意見募集の結果 

 

 「平成２４年度京都市食品衛生監視指導計画」（案）に対する市民意見募集を，

下記のとおり実施し，市民の皆様から多数の御意見をお寄せいただくことができ

ました。いただいた御意見に対する京都市の考え方をとりまとめましたので，公

表します。 

 貴重な御意見をお寄せいただいた市民の皆様に御礼申し上げます。 

 

１ 実施期間 

  平成２４年１月１２日(木)から平成２４年２月１７日(金)まで 

２ 意見提出方法 

郵送，ＦＡＸ，電子メール，保健医療課又は保健センターへの持参 
３ 募集結果 
  ３８名の方から６６件の意見が提出 
(1) 年齢別件数 

  20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 不明 合計 

男性 １ ４ １ ３ ２ １ ０ １２ 

女性 ９ ７ ４ ３ ０ ０ ０ ２３ 

不明 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ３ 

 
(2) 居住地等区分別件数 

市在住 市在勤 その他 合 計 
25 4 9 38 

 
(3) 提出方法別 

郵送 ＦＡＸ 電子メール 保健センター 
保健医療課持参 

合計 

1 6 3 28 38 
 
(4) 項目別（意見数） 

項   目 意 見 数 

１ 放射能対策 １３   

２ リスクコミュニケーション １３   

３ 計画全般 １２   

４ 京(みやこ)・食の安全衛生管理認証制度 

事業者による自主的な衛生管理の推進 
８   

５ 漬物一斉監視 ４ 

６ 監視指導 ３ 

７ 食肉の生食に対する対策 ３ 

８ 路上販売弁当一斉監視   ３ 

９ 中央卸売市場 ２ 

１０収去検査 ２ 

１１産地表示 ２ 

１２牛海綿状脳症（ＢＳＥ） １ 

合   計 ６６   

 



４ 主な市民意見と京都市の考え方 
(1) 放射能対策                【意見数：１３ 意見ＮＯ：１～１３】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・放射能に対する不安が高まっているため，

放射能検査を充実してほしい。 

・放射能検査結果を積極的に公表してほし

い。 

・放射能による健康への影響について知り

たい。 

 

 京都市における放射能検査については，市

民の皆さまの安全安心確保のため，京都市中

央卸売第一市場で流通している農産物や水産

物の中から福島県周辺の産地のものを選んで

検査を実施するとともに，京都市中央卸売第

二市場において牛の全頭検査を実施してまい

りました。平成 24 年度については，京都市中

央卸売第一市場を通過せずに市内で販売され

ている食品も含め，検体数を増加して実施し

てまいります。 

また，検査結果は，「異常なし」というよう

なあいまいな表現を避け，数値をそのまま公

表させていただいています。今後は，放射能

の健康影響に係る基本的知識や基準値の考え

方などを合わせて公表することで，さらなる

市民の安全安心確保に努めます。 

 

(2) リスクコミュニケーション        【意見数：１３ 意見ＮＯ：１４～２６】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・家庭向けに食中毒予防に係る講習会を実

施するのがよい。 

・施設見学会の企画はとてもよい。学校に

も周知してほしい。 

家庭での食中毒の発生防止を目指し，台所

の食中毒菌汚染実態調査や家庭における食品

衛生の意見交換会を実施するなど，食中毒予

防に係るリスクコミュニケーションを積極的

に実施します。また，施設見学会などを実施

する際には，周知方法を工夫し，より多くの

方に参加いただけるように努めてまいりま

す。 

・学祭向け講習会など，学生への食中毒予

防啓発が必要。 

・学生に対し，食生活の安全について系統

的な教育が必要。大学関係者や大学生協と

連携して進めてほしい。 

 平成２３年度は，「学祭衛生管理マニュアル

製作座談会」を開催し，学生との対話を通し

て「学祭衛生管理マニュアル」の製作に取り

組んでいます。平成２４年度は，完成したマ

ニュアルを各大学に普及させ，食中毒予防の

啓発に努めます。 

 また，学祭に限らず食の安全安心をテーマ

とした学生向けの啓発について，大学関係者

や関係団体と連携して進めます。 

・「食こだわり人」の育成をどのように進め

るのか，具体的に示してほしい。 

「食こだわり人」とは，食の安全安心に係る

知識をもとに自ら食の安全の観点で食品を選

択する人としています。消費者団体との連携

も視野に入れながら，消費者の食の安全安心

に関する知識向上に取り組みます。 

・ホームページ「京・食ねっと」の開設は評

価できる。 

平成 24年 1月に食のポータルサイト「京・

食ねっと」が開設されました。食育や食の安

全安心，京の食文化，ライフステージごとの

情報等が掲載される食の総合サイトになって

います。引き続き，ホームページ情報を更新

し，市民の皆さまへのわかりやすい情報発信

に努めてまいります。 



・京都市中央卸売第一市場内に完成予定の

「京の食文化普及啓発施設」を拠点とした

事業も盛り込んでほしい。 

庁内関係各課の各種事業と連携し，啓発事

業に取り組んでまいります。 

 

(3) 計画全般               【意見数：１２ 意見ＮＯ：２７～３８】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・前年度の振り返りを踏まえ，どのように

計画案を考案したのか，「PDCA サイクル」

のプロセスを明示してほしい。 

計画の策定に当たっては，前年度の取組結

果や社会情勢を踏まえ，京都市食の安全安心

推進審議会から御意見をいただいたうえで，

策定しております。計画に基づく取組結果に

ついては，毎年度のとりまとめを公表します。

公表の際には，昨年度実績等との比較を行う

など，わかりやすい情報提供を図ります。 

・「京都市食品衛生監視指導計画」の周知方

法を工夫すべき。 

・「京都市食品衛生監視指導計画」(案)の作

成に，市民の方も参加していただいたらど

うか。 

「京都市食品衛生監視指導計画」は，食品等

事業者向け及び市民向け概要版を作成し，周

知方法を工夫します。 

また，パブリックコメントを実施すること

で，広く市民の皆様からご意見をいただくと

ともに，いただいたご意見をできる限り反映

するように努めます。 

・食の安全を守ることは大変重要。これから

もますますの発展を期待する。 

 生産から消費に至るすべての行程で，食の

安全安心を確保するため，市民，事業者の皆

さまとの協働により，食の安全安心行政に取

り組みます。 

・本パブリックコメント募集事業のホームペ

ージが一時アクセスできなかった。また，京

都市食の安全安心推進審議会の審議結果が

掲載されていなかった。改善が必要。 

 ホームページの不具合があったことをおわ

びいたします。定期的に点検し，適切に掲載

されていることを確認します。 

 また，審議会結果につきましても，一時，

ホームページの欠落等により掲載されていな

いことがありましたので，改善させていただ

きました。 

 

(4) 京(みやこ)・食の安全衛生管理認証制度，事業者による自主的な衛生管理の推進 

【意見数：８ 意見ＮＯ：３９～４６】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・京(みやこ)・食の安全衛生管理認証制度は，

よい制度だと思うが，周知が足りない。市民

や事業者へのさらなる周知が必要ではない

か。 

京(みやこ)・食の安全衛生管理認証制度を

広く市民や事業者の皆さまに知っていただけ

るよう，認証施設の見学会，認証施設マップ

の製作など，周知方法を工夫します。 

・京都府の「信頼食品登録制度」との違いが

わかりにくい。統合を図って欲しい。 

 本市の「京（みやこ）・食の安全衛生管理
認証制度」は，仕入から製造・調理及び提供
にいたるまでの全行程を評価し，認証の対象
を「施設」としています。一方，京都府の「き
ょうと信頼食品登録制度」は，京都府内で生
産又は製造される「食品」を対象としており，
本市の制度とは異なるものです。 



・京(みやこ)・食の安全衛生管理認証制度の

申請内容を簡略化してほしい。 

・平成 22 年度末現在の認証施設数が 74 施設

である。京都市食の安全安心推進計画では平

成 27 年度までに新規 250 施設の取得を目標

に定めているが，その根拠や見通しがどのよ

うなのか，気がかり。 

 京都市では，京(みやこ)・食の安全衛生管

理認証制度の取得を促進するため，平成 23年

10 月 1 日付で①申請書類の簡略化，②申請手

数料の無料化，③申請窓口の保健センターへ

の変更を内容とする制度改正を行いました。

申請内容に関わる相談は，所轄の保健センタ

ーで受け付けており，申請書の記載方法等も

説明させていただきます。今後，認証取得施

設の増加を目指します。 

・自主衛生を推進していくために，食品衛生

責任者の役割は重要である。食品衛生責任者

を養成する際には，保健福祉局又は保健セン

ター職員が講師を務め，食品衛生に係る最新

の知識や法律の内容，京都市の方針などを伝

えるのがよい。また受講の必要性を事業者に

対し強く働きかけることが必要。 

 事業者による自主衛生管理を推進するた

め，効果的な食品衛生責任者の養成方法等を

検討します。 

 

(5) 漬物一斉監視              【意見数：４ 意見ＮＯ：４７～５０】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・京の食文化を代表する食品の衛生確保のス
タートに，漬物製造業の一斉監視を実施する
ことはよい。 
・漬物の試験検査の検体量が昨年度の 3倍に
なっているが，違反が多かったのか。なぜ検
体量を増加したのか，理由を明示してほし
い。 

「京都市食の安全安心推進計画」に基づき，
京の食文化を代表する食品の衛生管理を徹底
することとしています。漬物は，京都を代表
する食品であり，その衛生確保の徹底により
市民及び観光旅行者の安全確保につながると
考え，重点監視対象としました。検査による
違反事例が特に多いことを理由とした対象の
選定ではありません。 

・漬物製造業に対する監視指導を実施する
際，製品の検査結果だけではなく，製造工程
における安全管理に注目して指導してほし
い。また，表示の信頼性確保に向けて指導を
強化してほしい。 

 漬物の製造工程を監視し，不適事項がない
かを確認します。また，製品の収去検査を実
施し，その結果をもとに，添加物の使用状況
及び表示内容について，踏み込んだ指導を実
施します。 

 

(6) 監視指導                 【意見数：３ 意見ＮＯ：５１～５３】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・危害の発生を防止するため，「監視」と「指
導」は大変重要である。しかし，「監視」と
「指導」だけでなく，「正しく改善されたこ
とを確認すること」が更に重要である。改善
確認まで実施してほしい。 

御指摘のとおり，不適状態が改善され，食
中毒予防に一歩近づくことが，食品衛生施策
の目的です。京都市が取り組む「監視指導」
には，監視し，指導した結果，改善された結
果を確認することも含まれています。今後も，
改善確認を含む監視指導に取り組みます。 

・徹底した監視指導を行い未然に食品事故を
防止するには，約 40,000 位ある許可施設等
を現状の食品衛生監視員の数で一斉監視す
ることは不可能である。そこで京都市で，食
品衛生法第 61 条にある食品衛生推進員を養
成し，監視指導を託すことにより監視指導の
効果が上がるのではないか。 
・定期的に，事業者に対し，郵便物等で季節
に応じた対策の方法などを指導していただ
ければよいのではないかと思う。 

 効率的かつ効果的な監視指導に向け，工夫
を進めています。御意見を参考にさせていた
だきます。 



 

(7) 食肉の生食に対する対策          【意見数：３ 意見ＮＯ：５４～５６】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・焼肉店で，生肉を箸で持たないように指導
や表示をしてほしい。 

調理するための箸と食べるための箸を使い
分けることは，食中毒予防のうえで大変重要
です。飲食店等の立入の際に，箸の使い分け
を含め，食中毒対策について指導してまいり
ます。 

・テレビの取材で，お店の人が「お客が求め
るから生レバーを提供する」と発言してい
た。食中毒を予防するためには，お店への指
導よりも，消費者への啓発が重要だと考え
る。 

 御指摘のとおり，食中毒を予防するために
は，事業者への指導にとどまらず，消費者に
対する食中毒予防啓発が重要であると考えて
います。チラシの配布や消費者向け講習会の
開催により，更なる啓発を実施していきたい
と思います。 

「食肉取扱施設一斉監視」については，特に
「生食用食肉」に関する監視指導がひきつづ
き重要だと考える。計画案の記述で「鶏肉の
約６割程度がカンピロバクターに汚染され
ており」の箇所は，一定の知識がなければ意
とするところが正確に伝わらないおそれが
あると考えるので，表現の改善が必要と思
う。 

 京都市が検査した結果，鶏肉の約６割程度
からカンピロバクターが検出されたのは，鶏
を解体処理する段階で，腸管内に潜むカンピ
ロバクターにより，鶏肉が汚染されることが
原因と考えています。御指摘のありました箇
所については，こういった汚染のプロセスと
あわせて記載することで，わかりやすい表現
に改善します。 

 

(8) 路上弁当販売一斉監視           【意見数：３ 意見ＮＯ：５７～５９】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・路上販売弁当の一斉監視は重要である。 

・細菌検査の検体採取日及び検体数の拡大が
必要であり，継続して検査強化を図って欲し
い。 

平成２４年度については，路上販売弁当の
試験検査数を増加し，実施します。 

・最近，観光地で自転車を利用した不衛生な
食品の販売を見かける。路上販売弁当の監視
とともに，強化してほしい。 

 路上販売弁当に限らず，すべての業態にお
いて食品を衛生的に販売する必要がありま
す。不衛生な状態が確認されましたら，ただ
ちに改善指導を行います。 

 

(9) 中央卸売市場               【意見数：２ 意見ＮＯ：６０～６１】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・産地から消費地まで一貫して商品情報を把
握できるトレーサビリティシステムの構築
を加えてはどうか。 

御指摘のとおり，産地から消費地まで一貫
した商品情報の管理は大変重要であると考え
ております。参考にさせていただきます。 

・京都市で販売される生鮮品のほとんどが京
都市中央卸売市場を通して販売されている
と思う。徹底した安全確保のため，中央卸売
市場の常時監視だけでなく，衛生管理や表示
についての指導を強化してほしい。 

 京都市中央卸売市場は京都市の食品の流通
拠点であり，ここでの衛生管理の徹底は，市
内流通食品の安全性を確保するうえで，大変
重要です。引き続き，食品衛生監視員が常駐
で監視を実施する中で，食品の衛生的な取扱
いや表示についても指導しています。 

 

(10) 収去検査                【意見数：２ 意見ＮＯ：６２～６３】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・京都市は赤字財政であるのに，なぜ食品の
試験検査の検体数が増えているのか？財政
的な点も配慮して試験検査をしてほしい。 

限られた予算の中で，効果的かつ効率的な
試験検査の実施を検討します。 



・収去検査で毎回無償で商品を提供すると売
り上げにひびくのでやめてほしい。 

本市の食品衛生行政に御協力いただき，あ
りがとうございます。本市が行う収去検査は，
様々な流通食品を様々な店舗から抜取検査す
ることで，安全な食品が流通していることを
確認することを目的としています。また，無
償での収去は，食品衛生法第 28条第 1項に基
づくもので，今後とも御理解と御協力をお願
いします。 

 

 

(11) 産地表示                【意見数：２ 意見ＮＯ：６４～６５】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・スーパーでお肉を買う時に「国産」と記載
されていますが，「○○県産」というところ
まで書いているものが少ないと思う。県名ま
で産地をはっきり記載してほしい。 

・妊娠するまでは，あまり意識していなかっ
たが産地を気にするようになりました。なる
べく地産地消を心がけています。 

食品の産地は，JAS法に基づき表示すること
となっています。食肉については，「国産品で
ある旨」又は「原産国名」の表示義務があり
ますが，都道府県名までの表示は義務付けら
れていません。 
なお，京都市では，JAS法を所管する京都府

等と連携して，表示の一斉監視を実施してい
ます。今後も京都府等と連携し，適正表示に
向けた監視指導を実施します。 

 

(12) 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）について     【意見数：１ 意見ＮＯ：６６】 

意見の要旨 京都市の考え方 

・ＢＳＥに関わる全頭検査の是非について，
もう少し科学的な議論をして，市民と情報を
共有してはどうか。 

ＢＳＥ全頭検査の継続については，国の動
向を踏まえ，検討してまいります。 

 

 


